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水道料金算定要領 

策定 昭和 42年７月 

改定 昭和 54年８月 

改定 平成９年 10月 

改定 平成 20年３月 

改定 平成 27年２月 

１．総 則 

(1)本 旨 

水道料金の算定にあたっては、水道使用者の公正な利益と水道事業の健全な発達を

図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与するよう配慮されなければならない。 

 

２．総括原価 

(1)基本原則 

水道料金は、過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な給水需要予測と、

これに対応する施設計画を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下における適正な営業

費用に、水道事業の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算定

しなければならない。 

なお、受託工事その他の付帯的事業については、当該事業に要する直接費及び間接

費を含め、収支相償うよう定められていなければならない。 

 

(2)料金算定期間 

料金算定期間は、概ね将来の３年から５年を基準とする。 

 

(3)営業費用 

営業費用は、人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費、

その他維持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額とする。各費用及び控除項

目の額の見積りにあたっては、料金算定期間中の事業計画及び経済情勢の推移等を十

分に考慮しなければならない。 

イ 人件費 

人件費は、給料、手当、賃金、報酬、法定福利費及び退職給付費（退職手当組

合等への負担金を含む。以下「退職給付費等」という。）の合計額とし、過去の実

績、職員計画及び給与水準の上昇等を考慮して適正に算定した額とする。 

特に、退職給付費等は職員の年齢構成の実態等をもとに合理的に見積もらなけ

ればならない。 



ロ 薬品費 

薬品費は、給水計画及び各水源別水質の実態等を考慮して適正に算定した額と

する。 

ハ 動力費 

動力費は、地区別需要予測に基づく水道施設の個別稼働計画に準拠して適正に

算定した額とする。 

ニ 修繕費 

修繕費は、水道施設の適正な維持を基本とし、過去の実績、事業の特性及び地

域の実態等を考慮して適正に算定した額とする。 

ホ 受水費 

受水費は、受水計画に基づき適正に算定した額とする。 

ヘ 減価償却費 

減価償却費は、料金算定期間中の水道事業償却対象資産の帳簿原価に対し、原

則として定額法により算定した額とする。 

ト 資産減耗費 

資産減耗費は、過去の実績及び水道施設の実態等を考慮して適正に算定した額

とする。 

チ その他維持管理費 

通信運搬費、委託料及び手数料等のその他維持管理費は、過去の実績、将来の

事業計画及び個別費用の特質等を勘案して適正に算定した額とする。 

リ 控除項目 

諸手数料その他事業運営に伴う関連収入は、過去の実績及び将来の事業計画等

を考慮して適正に算定した額とする。 

 

(4)資本費用 

資本費用は、支払利息及び施設実体の維持等に必要とされる資産維持費の合計額と

する。 

イ 支払利息 

支払利息は、企業債の利息、取扱諸費及び発行差金償却費並びに一時借入金の

利息の合計額とする。 

なお、受取利息等関連収入は、これを控除しなければならない。 

ロ 資産維持費 

資産維持費は、事業の施設実体の維持等のために、施設の建設、改良、再構築

及び企業債の償還等に充当されるべき額であり、維持すべき資産に適正な率を乗

じて算定した額とする。 

 



(5)経営効率化計画 

水道料金の算定にあたっては、事業全般にわたる経営の見直しを行い、経営効率化

計画を策定し、これを総括原価に反映させなければならない。 

 

 

３．料金体系 

(1)一般原則 

イ 個別原価主義 

料金は、各使用者群に対して総括原価を各群の個別費用に基づいて配賦し、基

本料金と従量料金に区分して設定するものとする。 

この場合において設定された料金をもって計算した料金収入額は、総括原価と

一致するものでなければならない。 

ロ 特別措置 

(ｲ)各使用者群の基本料金に対しては、生活用水への配慮及び給水需給の実情等

から必要がある場合には、資本費用の一部を配賦しない等その料金の軽減措置

を講ずることができる。 

(ﾛ)従量料金については、給水需給の実情等により適当な区画を設けて、逓増又

は逓減料金制をとることができる。 

 

(2)経過措置 

本算定方式の実施にあたっては、急激な変動を緩和するため適当な経過措置を講ず

ることができる。なお、用途別料金及び基本水量を付与する料金は、料金の激変を招

かないよう漸進的に解消するものとし、経過的に存置することはやむを得ない。 

 


